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～時代の変化に対応し，自立した経営を目指して～
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はじめに

財団法人千葉県下水道公社は，下水道知識の普及啓発，流域下水道施設の維持管理，市町村からの公共下水道の設計・工事等の受託といったさまざまな業務を行うことにより，県民の生活環境の改善や河川・湖沼・海域等の公共用水域の水質保全に寄与することを目的として，平成４年に千葉県及び県下全市町村の総意により設立されました。

現在，千葉県の下水道普及率（平成２０年度末）は67.2％で，全国平均の72.7％を下回っています。これは，下水道の整備には多額の財政負担が伴うこと，自治体の財政環境が厳しいこと，担当する技術職員が不足していること，住民の理解と協力が必要であることなど，要因は様々あげられます。

一方，近年，公共施設の建設や管理の分野においては，これまで国や地方自治体が主導して事業を進めてきましたが，より効率的で経済的な事業の執行を図るため，民間で出来ることは民間で行なうことが求められております。

このような流れの中，下水道施設の維持管理の分野においてもコストの縮減，民間活力の活用等の観点から，包括的民間委託の導入等が進められるなど，下水道事業を取り巻く環境が大きく変化しており，これに合わせ当公社の果たすべき役割も見直す必要があります。
そこで当公社は，これら環境の変化に対応するため，平成１５年度に「経営計画」を策定し，経営改善に努めてきました。この計画は３年に１度見直すこととしており，今回，これまでの成果や今後予定される公益法人改革等を踏まえ，新たな「経営計画」を策定いたしました。この計画を推進することで，公社を取り巻く厳しい環境に対応するとともに，より効率的な事業運営と長期に安定した経営基盤を確立し，自立した公社を目指していこうとするものです。

計画策定にあたりご指導，御協力をいただいた関係機関の皆様方に厚くお礼申し上げます。

平成２２年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　千葉県下水道公社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 事 長　谷 藤 武 美
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　当公社は，下水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため，次のような経営理念の基，各種事業を実施して参ります。
[image: image6.emf]0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

年度

（千円）

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

基

本

財

産

（

千

円

）

基本財産運用収入

補助金収入 他会計繰入金収入  事業支出 基本財産 


１　県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため，適切な下水処理に努めます。

２　下水道の持つ資源やエネルギーを有効的に活用し，循環型社会構築のための一翼を担う公社を目指します。

３　下水道事業を総合的にサポートする公社として，さらなる技術力向上に努めます。

４　効率的な業務執行に努め，健全な公社運営を目指します。
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当公社は，設立以来，県や市町村が行なう下水道事業を総合的に支援し，本県の下水道整備促進に寄与してきており，これまでに培った実績や技術資産は公社の事業展開の推進力となっています。
１　下水道知識の普及啓発等

当公社設立以来，県民の下水道に対する意識向上を目的に，様々な啓発活動を実施するとともに，下水道担当者の技術力向上のため，調査研究事業や技術者養成事業を実施してきました。

（１）下水道に対する意識の向上にむけた取り組み

・９月１０日の「下水道の日」にあわせ，ポスターの掲出や啓発品の配布，ラジオＣＭの放送等を実施

・「夏休み親子下水道施設見学会」の開催

・平成１６年度から，公社職員が小学校へ出張して水処理の実験を行う「下水道教室」を実施（参加校数：延べ６２校・参加者数：延べ約４，０00名）

これらの取り組みの結果，児童や先生方から「下水道は大切だとわかった。水を汚さないように気をつけたい」，「教師としても大変貴重な体験ができ，子供たちも下水道に興味を持ったようだ」などの感想が寄せられています。

（２）調査研究成果の提供

・処理場の維持管理費低減を目的とした調査研究等を行い，その成果を当公社の広報誌や調査研究報告書として，県内市町村に配布

（３）下水道技術者の養成

・毎年度研修生を募集。現在までに１市５町１村から１３名の研修生を受け入れ

・県内下水道担当者の技術力向上と意見交換等の場として，毎年担当者講習会を開催。これまでに合計１０回，１９テーマについて講演を実施
２　下水道施設の維持管理業務

当公社では，印旛沼，手賀沼，江戸川左岸の３流域下水道施設の維持管理を県から受託し，昭和５６年から２８年間に亘り汚水を良好に処理してきました。当公社はこれまでの業務経験を通して，施設・設備を的確に把握するとともに，最も効率的，効果的な運転管理，修繕業務，危機管理対応などについて，次のように独自のノウハウを蓄積してきました。

（１）適切な運転管理

・流入水量や流入水質の季節変動などに対応する運転管理の実施

・処理場ごとの特性を考慮した運転管理の実施

・包括的民間委託受託業者が行う業務の履行確認及び助言

・修繕工事に伴う施設の運転停止・復帰の際の処理水質への影響軽減対策の実施により，排水基準の遵守並びに目標水質の維持
・法令基準値よりも厳しい公社独自の管理目標値（水質，排ガス）を設定及びそれら目標値を達成すべく最適な運転の実施

（２）効果的，効率的な修繕工事

流入水量の増加や施設が老朽化してきているなか，修繕工事のコスト縮減に有効な対策を講じてきました。

・長期修繕計画の策定により，効率的な修繕工事の実施
・修繕実施判定基準による点検整備周期の見直し

・公社独自の積算基準による工事費算定

（３）危機管理

・緊急時（増水時，地震，設備故障時など）における各処理場，ポンプ場，管渠の特性を考慮した危機管理マニュアルの作成

・マニュアルに基づく緊急時の人員配備，被害を最小限にするための施設運転の実施，民間メンテナンス業者への指示指導

（４）処理水質の向上，維持管理費低減の技術研究

・処理水質向上のために各処理場の運転管理技術に関する調査研究を実施し，通常運転に反映（全窒素，全りん等の除去率が向上）
・維持管理費低減を推進するために運転操作の工夫など運転方法の改善について維持管理費低減化委員会を設置し研究を実施

（これまでの主な研究テーマ）
・花見川及び江戸川第二終末処理場におけるステップ式多段窒素・りん同時除去運転試験について

　　・N－BOD対策としての硝化促進運転について

　　・加圧脱水機の薬注率低減化について

（５）省エネルギー対策

・省エネルギー推進委員会を設置し，削減計画を作成及び実施

・エネルギー管理士として，県が作成する「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネルギー達成のための中長期計画の策定に参画

○省エネ対策の実績

	処理場名
	主なエネルギー削減内容
	対策効果

（平成19～21年）

	花見川
	高効率型変圧器導入による電力削減

省エネ型照明設備の採用　など
	53 KL(原油換算)/年

	花見川第二
	反応槽攪拌機の運転台数減による電力削減

給排気ファン運転時間見直しによる電力削減

など
	725 KL(原油換算)/年

	手賀沼
	反応槽への超微細散気装置導入による電力削減

高効率型変圧器導入による電力削減　など
	409 KL(原油換算)/年

	江戸川
	反応槽への超微細散気装置導入による電力削減

除塵機設備の運転時間見直しによる電力削減

など
	197 KL(原油換算)/年


３　建設受託業務

当公社は，平成4年の設立以来18年の間に，千葉県や市町村が下水道事業を適正に実施していく上で高度な技術力を要する業務や，事業の円滑・早期推進が求められる業務等，さまざまな業務を支援してきました。また，下水道事業を新たに実施する市町村には，基本構想の策定，都市計画図書作成，実施設計，建設工事等の下水道事業を進める上で必要な一連の業務を支援してきました。下水道の施設計画，施設整備の実施においては，経済的かつ効率的な観点を重視し，施工時の安全性や品質管理，整備後の維持管理等にも配慮した業務を遂行してきたことにより，幅広い知識・経験と技術を蓄積してきました。平成２０年度までに公社が受託した団体は，県内５６市町村中３５市町村に及び，その業務実績は次のとおりです。施設建設については，処理場建設が１箇所，ポンプ場の建設が７箇所，管渠（φ１５０mm～φ２，８００mm）工事ではシールド工法，推進工法，開削工法の実績を有しております。
建設業務公社受託実績（平成４年度～平成２０年度末）

	業務内容
	受　託

件  数
	委託団体名

	基本構想策定受託業務

（全体計画策定・事業認可図書作成を含む）
	83
	白井市・八街市・八千代市・四街道市・山武市・

茂原市・大多喜町・小見川町・御宿町・栄町・芝山町・酒々井町・大栄町・東庄町・長柄町・成東町・松尾町・岬町・横芝町・印旛村・蓮沼村・長生村

	実施設計受託業務

　　　　　　　処理場

　　　　　　ポンプ場

　　 　　　　　 
管渠
	91
1

11
79
	芝山町

旭市・東金市・富里市・成田市・八千代市・

大網白里町・君津富津広域下水道組合
県・旭市・市川市・市原市・印西市・柏市・木更津市・袖ヶ浦市・館山市・東金市・野田市・松戸市・茂原市・大網白里町・芝山町・沼南町・印旛村・長生村
・君津富津広域下水道組合

	建設工事受託業務

　　　　　大口径管渠

小口径管渠

処理場

　　　　　　ポンプ場　

　　　　設計積算業務

　　　　施工監理業務
	184

8
142
1

5
12
16
	県・市川市・市原市・野田市・船橋市・富里市

・大網白里町
旭市・柏市・木更津市・佐倉市・袖ヶ浦市・館山市・富里市・流山市・松戸市・茂原市・芝山町・沼南町・印旛村・長生村・君津富津広域下水道組合
芝山町

東金市・富里市・成田市・茂原市・大網白里町

県・松戸市・印西市・流山市・長生村
県・印西市・流山市・長生村


４　有資格者一覧（２０年度末現在）
当公社の技術職員が有する，主な資格は次のとおりです。
	技術士　水道部門(下水道)
	２名
	エネルギー管理士
	１０名

	技術士補　上下水道部門
	2名
	エネルギー管理員
	１０名

	１級土木施工管理技士
	4名
	防火管理責任者
	１２名

	第２種下水道技術検定
	２名
	第２種電気主任技術者
	１名

	第３種下水道技術検定
	６名
	第３種電気主任技術者
	５名

	下水道処理施設管理技士
	１１名
	特別高圧ガス取扱主任者
	５名

	下水道管路設備管理技士
	４名
	危険物取扱責任者
	５名

	特別産業廃棄物管理責任者
	２７名
	第２種酸素欠乏危険作業主任者
	２７名
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当公社では，設立から現在にいたるまで，下水道知識の普及啓発事業や県の流域下水道施設の維持管理，及び市町村から下水道の基本計画策定業務や実施設計業務，建設工事等を受託し，県内の下水道整備促進を支援してきました。
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しかし，近年は，下水道の維持管理分野における民間活力の活用とコストの縮減を目指した包括的民間委託の導入や，公共施設の管理における指定管理者制度の導入，公益法人改革など，当公社を取り巻く状況は大きく変化しています。

[image: image10.emf]0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

年度

事

業

支

出

（

百

万

円

）

事業支出

県においては，平成１８年１０月の行政改革推進委員会で，公社改革を推進するための改革方針の見直しが行われ，当公社は事業・人員等縮小の改革を引き続き実施していくこととされました。さらに，平成２１年１０月の行政改革推進委員会では，公社等外郭団体に対する新たな見直し方針が策定され，公益法人制度改革への対応を速やかに行うなどの方針が示されました。

このような状況の中，当公社が直面する現状と課題については次のとおりです。これらの課題に対応するため，当公社では，効率的な事業運営と自立した経営を目指した「経営計画」を策定し，経営の改善に努めることとしています。
※注1）公益法人改革

平成２０年１２月施行の新公益法人制度により，５年以内に一般財団法人としての要件を備えるとともに，公益認定を受けるか否かの方針決定が必要。

※注2）改革方針の見直し決定：平成１８年１０月県行政改革推進本部決定

当公社は，この方針の「更なる公社改革について」の中で，取り組むべき課題が残っている団体とされ，以下の方針が示されています。

『前回の改革方針（平成１４年１２月県行政改革推進本部で決定。事業を一部廃止，これに伴う組織・人員を縮小する）を引き続き実施するとともに，更なる委託事業の見直しを行い，流域下水道施設の効率的な維持管理を図る。』

※注3）新たな見直し方針：平成２１年１０月県行政改革推進本部決定

当公社は，この方針の中で「指導強化団体」として区分され，以下の方針が示されています。

・県派遣職員数の段階的削減と業務量に見合った人員検討

・自立した経営に向けた組織体制の整備

・公益財団法人化への検討

１　事業

当公社は，円滑で効果的な下水道事業の促進を図るべく，以下の事業を実施しています。

（1） 普及啓発等
当公社では，「下水道知識の普及啓発事業」「下水道技術の調査研究事業」「下水道技術者の養成事業」を展開し，県民の下水道知識を啓発するとともに，市町村の円滑な下水道事業の推進を支援してきました。

普及啓発事業は，これまでの多くを公社独自で実施してきましたが，より効果的・効率的に実施するには，今後は県及び市町村との連携を強化することが必要です。また，技術者養成事業の一環である担当者講習会では，これまで技術的な内容の講習を実施してきましたが，市町村からは事務的なテーマについても要望があることから，今後は市町村の要望に添った柔軟なテーマ選択が必要となっています。

（２）施設管理受託

流域下水道施設の維持管理については，従来，県が当公社へ一括業務委託し，公社ではこのうち運転管理業務等を民間へ仕様発注してきたところですが，現在では，県が業務の効率化・経費縮減を目的として，直接民間に性能発注に基づく包括的民間委託を段階的に導入しています。それに伴い，県，公社，民間それぞれの業務分担及び公社の果たすべき役割が整理されてきたところですが，今後はさらに，まだ包括的民間委託が導入されていない施設（江戸川第二終末処理場）についても，役割を明確にしていくことが重要です。

※注4) 仕様発注 ：受託者（民間業者）が，委託者（公社）の指導監督のもと，運転

及び点検等をあらかじめ定められた仕様に基づき業務を行う方式

※注5) 性能発注 ：施設の運転管理方法等について受託者の自由な裁量に任せ，電力　薬品などの物品調達や修繕の一部までを受託者の業務範囲とし  一体的に業務を行う方式

（３）建設受託

県内には，下水道事業に携わる技術職員，特に，土木・建築・機械・電気職の職員が不足している市町村等があります。当公社ではそのような市町村等からの要請を受け，下水道計画作成，実施設計，施設の建設等の業務を実施するなど，市町村等の下水道事業を補完する役割を担ってきました。

しかし，近年は各自治体の財政事情が逼迫していることから下水道事業への投資が減少し，一定の業務量を確保することが難しくなってきており，安定した事業運営を図る上で課題となっています。

一方，下水道未着手市町村等では，地域特性に見合った適正な集合処理や個別処理等を踏まえた事業計画を作成しながらも，財政状況を含めた様々な理由等から，下水道事業に着手することが困難な状況にある市町村が多く見受けられます。当公社においては，これらの市町村へどのような事業着手に向けた支援をしていくかが課題となっています。

２　経営

（１）組織・人材育成等

当公社では，県の改革方針が示されたのを機に，これまで業務の見直しとそれに見合った組織体制の構築を行ってきました。平成１９年度には役職員数を前年の５９名から５４名へと５名の削減を行い，さらに，平成２１年度には包括的民間委託が本格的に導入されたことによる業務量の減少等から，総務課と経理課の統合及び役職員数の７名削減を実施したところです。

現在は，常勤役員３名と県からの派遣職員及びプロパー職員で構成する事務局３部３課４７名の組織体制をとっています。

今後は，県の人的支援の縮小・廃止や公社プロパー職員の年齢構成の偏りなどの問題を抱えており，自立的な経営をどのように図っていくかが課題です。また，公益法人改革への対応や市町村下水道事業に対する幅広い支援へのありかたも課題となっています。
（２）財務

当公社では，事業内容に即して一般会計及び管理受託事業，建設受託事業，下水処理水再利用事業の３特別会計を設け会計処理しており，会計ごとに収支均衡を図ることとしています。

一般会計は，基本財産の運用収入を財源としていますが，近年の経済情勢から財源確保が大変厳しい状況にあり，事業活動の効率化を進めるとともに新たな財源確保が課題です。

管理受託事業特別会計では，今まで県から受託している流域下水道施設の維持管理業務が，県の直接発注による包括的民間委託へ段階的に移行されたことにより事業規模が大きく縮小され，収支の均衡を図ることがより厳しくなっています。

建設受託事業特別会計においては，過去に収支バランスの悪化から生じた累積赤字の解消が課題となっており，更なる経費節減や受託事業量を安定的に確保し，収支の改善を図る必要があります。

下水処理水再利用事業特別会計は，幕張新都心の地域冷暖房の熱源として利用する下水処理水送水施設の建設に要した借入金について，起業者からの処理水利用料等により償還を行っています。償還期限は平成２３年までとなっています。なお，償還事務終了後も下水道資源の有効活用事業として，施設の維持管理業務を継続して行う予定です。

　
今まで述べてきた現状と課題，有する技術資産を踏まえ，今後当公社が目指すべき方向は次のとおりです。


１　普及啓発等については，県及び市町村との連携を強化し，より効果的・効率的な事業を推進していきます。
２　流域下水道施設の維持管理の受託については，今まで蓄積したノウハウを活用し，さらなる管理技術の向上を図ることによって，効果的な支援業務を行います。

３　市町村の下水道事業に対する支援については，建設受託事業量の安定的な確保に積極的に努めるとともに，維持管理業務についても支援していきます。
４　公社運営に当たっては自立した経営を目指し，業務量に見合った適正な人員配置や組織体制及び給与制度等の見直しを進めるとともに，一層の職員の資質向上を図り，より効率的で透明性のある公社経営に努めます。

　　

1　効果的な普及啓発活動と下水道担当者の養成
県民に下水道に対する認識を深めてもらい，下水道の整備促進や家庭からの汚濁負荷の低減を図るため，県や市町村と連携しながら効果的・効率的な普及啓発活動を実施します。また，市町村等の下水道担当者の技術力向上のため，講習会や意見交換会の開催及び研修生の受け入れを行います。

（１）普及啓発事業の充実

下水道の必要性を広く県民に周知するため，普及啓発事業の充実を図ります。

ア　下水道の日関連事業

県民に下水道に対する意識の高揚を図るため，９月１０日の「下水道の日」にあわせ，県及び市町村と連携したより効果的・効率的な事業を展開します。
・「下水道の日」をＰＲするポスターの作製及び公共交通機関等での掲出

・市町村への啓発品の無料配布

・新聞による「下水道の日」のＰＲ

・ラジオＣＭの放送　等

イ　下水道を学ぶ機会の充実

県民に下水道の必要性を直接伝えることができる参加型の普及啓発事業の拡充を図ります。また，より多くの県民が下水道について学べるよう，環境イベント等に下水道の啓発ブースを出展します。
・下水道教室の拡充（単独公共市町村や未着手市町村での開催）
・夏休み親子下水道施設見学会の開催

・下水処理場の見学案内
・環境イベント等への参加　
・下水道に関するビデオ等の貸出　等
（２）情報の提供

広報誌やホームページ，相談窓口等で，下水道に関する情報を下水道担当者及び県民に提供します。また，ビデオや普及啓発用品等の貸し出しを行なうなど，市町村等の啓発活動を支援します。

ア　情報の提供

下水道に関する情報提供を効果的に行うため，以下の事業を展開します。

・市町村が抱える下水道事業に関する問題点などについて意見交換ができる場を設け，円滑な下水道事業の推進をサポートします。

・ホームページに公社案内や入札情報を載せるとともに，イベント情報を掲載するなど，一層の充実を図ります。  

・県や市町村，公社等の事業情報を載せた広報誌「きらら」を発行し，関係機関に配布します。

・市町村が普及啓発活動を行う際に使用する普及啓発用品（パネル等）の貸出を行います。

イ　下水道相談窓口
下水道担当者向けに設置した相談窓口で，下水道事業を行っていくうえで疑問に感じたこと等の相談に応じ，円滑な下水道事業の推進をサポートします。また，相談窓口が広く活用されるよう市町村等に周知を図ります。

（３）下水道担当者の養成

市町村等に対して研修生の受け入れや下水道講習会を開催し，下水道担当者の養成と技術力の向上を図ります。

ア　市町村研修生の受け入れ

市町村等から，下水道担当職員の養成を目的とした研修生の受け入れを行います。研修生は，当公社で半年間もしくは１年間の実務を通して，技術の習得を図ります。
イ　下水道担当者講習会の開催

市町村等の下水道担当者を対象とした講習会を毎年開催し，下水道に関する知識の向上を図ります。講習内容は市町村等の要望に合わせ，技術的なテーマに限らず事務的な内容についても取り上げていきます。
2　流域下水道の効率的な維持管理
安全で安心な県民生活を守るため，地球環境の保全や社会情勢を踏まえ　　ながら，流域下水道の安全で効率的な維持管理及びその支援に努めます。

（１）安全で効率的な施設管理

維持管理業務については，包括的民間委託への移行状況を踏まえた県と公社の役割分担に基づいた体制を確立し，コスト縮減に努め，危機管理対策の充実を図るなど安全で効率的な施設管理を目指します。

ア　印旛沼・手賀沼流域下水道
県が包括的民間委託した印旛沼・手賀沼流域下水道については，これまで蓄積したノウハウを生かし，民間業者が行う業務の履行確認や危機管理対応などを効果的に行い，適切な維持管理が図られるよう支援します。

※注6)　履行確認：受託者が契約内容に基づいた業務を適切に実施しているかの監視確認
　　　　　　　
（ア）履行監視・確認・評価
・運転操作業務及び保守点検業務の履行監視・確認・評価を行います。

・必要に応じて業務の改善指導を行います。

・契約時と満了時における施設の機能・能力の確認を行います。

（イ）危機管理対応

・大雨，地震，停電，事故等の異常時における受託者への対応指示（県の代行指示）を行います。

（ウ）修繕工事のサポート

・施設修繕，更新の提案を行います。

・修繕工事の設計，積算，施工管理を行います。
・履歴データベースの作成に向けた検討を行います。

○支援体制

イ　江戸川左岸流域下水道
江戸川左岸流域下水道については，従来どおり下水道公社が包括的に受託し，適切な維持管理を行うとともに，維持管理技術水準の向上を図ります。また，維持管理費の低減に努めるため，以下の手法を検討し対策を講じます。

（ア）運転管理方法の改善
・機器の運転方法の見直しによる電気料の削減に努めます。
（イ）危機管理対応
・大雨，地震，停電，事故等の異常時における適切な対応を行います。
（ウ）修繕工事のサポート

　　　・施設修繕・更新の提案を行います。

・修繕工事の設計・積算，施工管理を行います。
・履歴データベースの作成に向けた検討を行います。
（エ）施設の改善
　　　　　・効率的な機器の採用による電気料の削減方法の提案を行います。

　　　　　・省エネ型照明設備の採用を進めます。

○支援体制


ウ　エネルギーの削減
終末処理場は大量のエネルギーを消費するためエネルギー管理指定工場に指定されており，環境負荷（ＣＯ2）の毎年１％削減を努力することが　　義務付けられています。

運転管理方法の改善，機器の更新，修繕時に省エネ機器を導入することを促し，一層の環境負荷の低減に努めます。

○各処理場の省エネ計画

	処理場名
	主なエネルギー削減内容
	期待効果(暫定)

（平成21～23年）

	花見川
	ファン設備のプーリー変更による電力削減

省エネ型照明設備の採用　など
	215KL(原油換算)/年

	花見川第二
	循環ポンプを高効率型に変更

遠心濃縮機への薬品注入による電力削減　など
	606KL(原油換算)/年

	手賀沼
	省エネ型装置(超微細散気装置）による水処理運転

遠心濃縮機への薬品注入による電力削減　など
	347KL(原油換算)/年

	江戸川
	汚水ポンプの運転パターン見直しによる電力削減

省エネ型装置(超微細散気装置）による水処理運転

など
	665KL(原油換算)/年


エ　危機管理対策の充実

県による包括的民間委託が段階的に導入され，県のサポート業務における危機管理対応が特に重要な支援業務になることから，防災マニュアルの見直し，防災備蓄品の確保などを行い，事業の充実を図ります。
オ　下水道資源の有効利用

循環型社会へ積極的に対応するため，現在維持管理を行っている事業に　おいて，より高い有効性を得るための運転管理方法を検討します。

（ア）再生水の利用　

幕張新都心を対象に，水洗トイレ用水や修景用水などに再利用している処理水について，維持管理業者を適切に指導することで，安全な水質維持の寄与に努めます。
（イ）処理水の熱利用

幕張新都心地区の一部の地域冷暖房に利用されている下水処理水について，送水設備の予防保全を計画的に実施することで，安定した供給量の確保に努めます。

（ウ）汚泥の有効利用

下水処理で発生する汚泥のコンポスト（堆肥）化や建設資材に有効利用していくなかで，汚泥の減量化と再利用を視野に入れた適正な汚泥性状（含水率等）を維持した処理を引き続き行います。

　　

※注7)地域冷暖房：下水処理水の年間水温が一定である特性を利用し，熱交換器により加温または冷却された冷暖房用水を需要家に供給　しています。

（２）水環境の維持向上

培ってきた技術力，ノウハウを活用し，放流水質の向上を図り，公共水域の水質保全に努めます。

ア　放流水質の維持

閉鎖性水域である東京湾の富栄養化防止のため，窒素，リンの含有量削減が求められていることから，現有施設を最大限に活用した高度処理運転方式を取り入れ，経済性・効率性を踏まえ，処理水質の維持に努めます。

各処理場の主な放流水質
	
	単位
	花見川
	花見第二

	
	
	規制値
	改善基準値
	現状値
	規制値
	改善基準値
	現状値

	放流水BOD
	mg/ℓ
	20以下
	7
	2.4
	20以下
	3
	1.5

	放流水T-N
	mg/ℓ
	30以下
	15
	10.4
	30以下
	13
	9.8

	放流水T-P
	mg/ℓ
	4以下
	2
	0.48
	4以下
	1.5
	0.48

	
	単位
	手賀沼
	江戸川

	
	
	規制値
	改善基準値
	現状値
	規制値
	管理値
	現状値

	放流水BOD
	mg/ℓ
	20以下
	３
	1.3
	20以下
	7以下
	3.1

	放流水T-N
	mg/ℓ
	－
	２０
	12.4
	30以下
	20以下
	14.1

	放流水T-P
	mg/ℓ
	－
	2
	0.79
	4以下
	2以下
	　0.33


　規制値：水質汚濁防止法に基づく規制値　 

改善基準値：包括委託した県が受託者に求めているもので，改善を必要とする基準値

管理値：処理場の特性，放流先の水質を踏まえた公社独自の管理基準値

現状値：平成20年度の平均値

イ　河川還元事業への支援

県は平成１９年度より，海老川水系・真間川水系の河川水質の改善，及び維持水量の確保を目的として，花見川第二終末処理場で処理した高度処理水を両水系の上流に還元することとしていることから，運転管理を行っている維持管理業者を適切に指導し，その放流水質の維持に努めます。

（３）管理技術の向上

維持管理・運転管理を行うにあたり，その技術の習得，ノウハウの蓄積が　　不可欠であるため，調査研究及び技術職員の育成を行います。

ア　技術力向上のための調査研究の実施と成果の活用

下水道施設の維持管理・運転管理に関する技術の調査研究及び維持管理費の低減化について積極的に進め，職員の技術力の向上を図ります。

・運転操作見直しによる汚泥発生量の削減
・反応槽への送風量調整見直しによる送風電力の削減
イ　技術の継承と向上

職員の技術力・資質の向上，維持管理のノウハウの蓄積，技術の継承，　　さらに経営管理能力の向上のため以下の事業の充実を図ります。

・資格取得奨励制度（別掲）の積極的な活用

・講習会，研修会への積極的な参加

・効率的，効果的な履行確認手法の確立
3　市町村公共下水道に対する支援

下水道未着手市町村の事業化促進や，下水道施設整備に係る基本構想から施設建設，維持管理までを幅広く支援します。

（１）下水道施設整備促進に対する支援

下水道の主要な役割である雨水排除・汚水処理を行うための施設の整備や下水道未着手市町村の事業化の促進を支援します。

ア　公共下水道事業支援

以下の業務について支援していきます。

（ア）基本構想策定業務
下水道施設の計画設計を行うに当たっては，法律や各種政令　　　および条例に対応したものとするほか，上位計画や関連計画と整合を図る必要があります。このため関係機関との協議および調整が適切に行われ，基本構想策定が円滑に図れるよう支援します。

（イ）実施設計業務
下水道施設整備のための実施設計，測量調査，地質調査業務を行います。

（ウ）建設工事受託業務

下水道施設整備工事の設計・積算，工事発注事務から施工監理，工事に関する関係機関との協議・調整のサポート等総合的に支援します。
イ　下水道未着手市町村の事業化促進

下水道未着手市町村については，県と一体となって，さらなる下水道整備促進に取り組みます。

・下水道事業の計画から事業実施までの流れをわかりやすく解説し，経済的な下水道事業実施例などを盛り込んだパンフレット「下水道のあるまちをめざして」を活用して，未着手市町村へ情報提供と事業化に向けた支援を行います。
・未着手市町村の意向を確認するため，訪問及びアンケート等による情報の収集を行います。

・下水道計画策定済みの市町村に対しては，下水道を実施する手法等の提案を行います。 
（２）下水道施設維持管理に対する支援

供用開始している市町村に対して，長年に亘って培った技術・知識を提供し，施設維持管理業務の支援を行います。

ア　維持管理業務の支援

民間への性能発注や施設の修繕などにおいて以下の支援を行います。

・包括的民間委託などによる維持管理業者選定手続き

・民間業者が行う業務の履行確認や業務の評価

・修繕工事の設計，積算，施工管理

・長寿命化計画策定の支援　他
４　経営基盤の確立

県の行財政改革や公益法人制度改革など，当公社を取り巻く環境の変化に対応するため，自立した経営を目指し，更なる効率的で透明性のある経営基盤の確立に努めます。

（１）効率的な組織体制の構築と定員管理の適正化
組織体制や定員管理の適正化については，包括的民間委託が導入されたことにより，平成２１年度に見直しを行いました。今後は，業務量に見合った体制の確立に努めます。

ア　定員管理の適正化・給与制度等の見直し

県の人的支援の縮小・廃止や職員の年齢構成等を考慮しながら，業務量に見合った定員の適正化と組織体制づくりに努めます。特に，これまでの県からの派遣職員で補う体制から，プロパー職員を中核とした自立した組織体制にシフトする取組みを行っていきます。

また，公社の役職員すべてが，コスト意識と経営感覚を持って営業活動を実践する意識改革や，公社の専門技術力を確保維持していくための人材育成を図るなど，技術人材の積極的な確保に努めます。

さらに，将来の人件費増嵩等に対応するため，給与制度の見直しについても検討します。
（２）新公益法人制度への対応
平成４年の設立以来，「財団法人」として県内の下水道事業をサポートしてきましたが，平成２０年１２月に新公益法人制度が施行されたことにより，今後は「公益財団法人」への移行を目指し，その手続きを進めます。

ア　役員体制の見直し

公益財団法人への移行（平成２５年１１月期限）にあたっては，新たな評議員，理事，監事を配置する必要があることから，役員体制の見直しに取り組みます。

イ　移行手続き

新法人に対応する新たな定款の作成等，認定条件に適うよう作業・検討を進めながら，関係機関との調整・承認を得て，移行手続きを行っていきます。

　　　　

（３）技術力の継承と職員の資質向上
公社が持つ実績や技術資産が，市町村から信頼される基盤となっていることから，これまでに培ってきた技術力の継承と職員の資質向上を図ります。

ア　技術力の継承

公社が持つ技術力を確保維持するため，社内・外部研修事業の充実を図ります。また，包括的民間委託が導入されていない江戸川第二終末処理場を技術力継承の場として，職員の配置転換を有効に行いながら，長年培ってきた維持管理ノウハウの継承を図ります。

イ　職員の資質向上

職員の資格取得を奨励・支援するとともに，日本下水道協会等の講習会に積極的に参加し，職員の更なる資質向上を図ります。
主　　な　　講　　習　　会　　等

	Ｎｏ
	名　　　　　称
	主　　　催　　　者

	１
	下水道研究発表会
	（社）日本下水道協会

	２
	下水道管理者研修会
	（社）日本下水道協会

	３
	下水道事務職員養成講習会
	（社）日本下水道協会

	４
	下水道施工技術者講習会
	（社）日本下水道協会

	５
	下水道排水設備講習会
	（社）日本下水道協会

	６
	下水汚泥の有効利用に関するセミナー
	（社）日本下水道協会

	７
	高度処理セミナー
	（社）日本下水道協会

	８
	下水道技術職員養成講習会
	（社）日本下水道協会

	９
	製品検査立会研修会
	（社）日本下水道協会

	10
	下水道事務セミナー
	（社）日本下水道協会

	11
	下水道技術セミナー
	（社）日本下水道協会

	12
	下水道問題講習会及び施設見学会
	（社）日本下水道協会関東支部

	13
	下水道経営講座
	（社）日本下水道協会関東支部

	14
	酸素欠乏症及び硫化水素中毒講習会
	（社）日本下水道協会千葉県支部

	15
	下水道システム・機器類実地研修会
	（社）日本下水道協会千葉県支部

	16
	下水道事業視察研修会
	全国町村下水道推進協議会千葉県支部


奨　　励　　資　　格　　一　　覧

	NO
	資　　　格　　　名
	NO
	

	１
	技術士　　　　
	11
	第２種下水道技術検定

	
	　上下水道部門（下水道）
	12
	第３種下水道技術検定

	
	　衛生工学部門（水質管理）　　
	13
	下水道管理技術認定（管路施設）

	
	　総合技術管理部門　　　　　　
	14
	１級土木施工管理技士

	２
	技術士補　　　　　　　　　　　
	15
	１級建築施工管理技士

	３
	環境計量士（濃度関係）
	16
	１級電気工事施工管理技士

	４
	エネルギー管理士　　　　　　　
	17
	１級管工事施工管理技士

	５
	衛生管理者　　　　　　　　　　
	18
	ＲＣＣＭ　　　　　　　　　　　　

	６
	第１種電気主任技術者
	19
	測量士　　　　　　　　　　　　　

	７
	第２種電気主任技術者
	20
	測量士補　　　　　　　　　　　　

	８
	第３種電気主任技術者
	21
	ＣＡＤ利用技術者　　　　　　　　

	９
	１級建築士
	
	

	10
	第１種下水道技術検定
	
	


（４）安定的な事業受託の推進

経営の強化を図るため，安定的な事業量の確保を図ります。

ア　維持管理事業の受託

県による包括的民間委託が段階的に導入され，県と公社の役割分担も見直しされてきております。今後は，包括的民間委託されていない一部の事業（江戸川左岸流域下水道，下水処理水再利用事業など）についても役割分担を明確にし，安定的な事業量の確保に努めます。

イ　建設工事等の受託
公社の業務量確保のため，役職員が一体となって情報収集活動やＰＲ活動を行うなど，組織的な営業活動を展開します。特に，市町村の下水道計画業務をサポートすることが，その後の建設工事の受託につながるため，下水道整備構想などの情報収集を積極的に行い，当公社への業務委託する利点などについて周知を図ります。


	
	
	
	
	（単位：千円）

	科　　　目
	平成２１年度
	平成２２年度
	平成２３年度
	平成２４年度

	Ⅰ　事業活動収支の部
	　
	　
	　
	　

	 １．事業活動収入
	4,074,376
	5,391,344
	3,852,867
	3,853,160

	　①基本財産運用収入
	5,481
	5,203
	5,164
	5,457

	　②特定資産運用収入
	116
	36
	17
	17

	　③事業収入
	4,068,314
	5,385,876
	3,847,476
	3,847,506

	　④助成金等収入
	70
	70
	70
	70

	　⑤雑収入
	395
	159
	110
	110

	 ２．事業活動支出
	3,686,585
	5,040,382
	3,792,408
	3,792,701

	　①事業費支出
	3,544,411
	4,854,030
	3,618,236
	3,618,529

	　②一般管理費支出
	142,174
	186,352
	174,172
	174,172

	事業活動収支差額
	387,791
	350,962
	60,459
	60,459

	Ⅱ　投資活動収支の部
	　
	　
	　
	　

	 １．投資活動収入
	533,149
	398,151
	430
	430

	　①特定資産取崩収入
	200
	200
	200
	200

	　②長期立替金収入
	532,649
	397,721
	－
	－

	　③貸付金返還収入
	300
	230
	230
	230

	 ２．投資活動支出
	34,955
	24,011
	20,933
	20,933

	　①特定資産取得支出
	34,955
	24,011
	20,933
	20,933

	投資活動収支差額
	498,194
	374,140
	-20,503
	-20,503

	Ⅲ　財務活動収支の部
	　
	　
	　
	　

	 １．財務活動収入
	0
	0
	－
	－

	 ２．財務活動支出
	879,886
	744,960
	－
	－

	　①借入金返済支出
	879,886
	744,960
	－
	－

	財務活動収支差額
	-879,886
	-744,960
	－
	－

	　当期収入合計
	4,607,525
	5,789,495
	3,853,297
	3,853,590

	　当期支出合計
	4,601,426
	5,809,353
	3,813,341
	3,813,634

	　当期収支差額
	6,099
	-19,858
	39,956
	39,956

	　　前期繰越収支差額
	211,881
	217,980
	198,122
	238,078

	　　次期繰越収支差額
	217,980
	198,122
	238,078
	278,034

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	会計別支出の推移
	
	
	
	

	会計名
	平成２１年度
	平成２２年度
	平成２３年度
	平成２４年度

	一般会計
	5,788
	5,517
	5,454
	5,747

	管理受託事業
	2,690,458
	2,712,271
	2,592,950
	2,592,950

	建設受託事業
	926,276
	2,260,888
	1,136,629
	1,136,629

	下水処理水再利用事業
	978,904
	830,677
	78,308
	78,308

	合　計
	4,601,426
	5,809,353
	3,813,341
	3,813,634


　
本経営計画の進行管理については，「進行管理表」を作成し管理するとともに，「経営計画進行管理委員会」を設置し，定期的に実施状況を検証していくこととします。
１　千葉県の下水道の状況

県内の下水道普及率は，平成20年度末現在，67.2％で，全国平均の72.7％を下回っている状況です。

県内の公共下水道実施市町村は37市町村であり，流域関連公共下水道　　　実施市町村は２２市町村（内，単独公共下水道も実施しているのは５市），単独公共下水道のみ実施している市町村は１５市町村となっています。また，県東部及び南部地区の１９市町では下水道が未着手となっています。
○下水道実施都市位置及び普及状況




○都市別の公共下水道普及率（平成２０年度末現在）


下水道整備の推進により毎年約９万人の県民が新たに下水道を利用できるようになっておりますが，公共下水道が着手されていない市町村が６市１３町あり，市町村間の整備格差は著しいものになっています。

○公共下水道普及率の推移

２　千葉県の汚水処理の状況

汚水処理には，大きく分けて「下水道」，「集落排水施設」，「浄化槽」，　　　　　「コミュニティ・プラント」の４種類があり，これを合計した千葉県の汚水　　処理人口は5，036千人で汚水処理人口普及率は８２．２％です。これは下水道の普及率と同様全国平均を下回っています。

○千葉県の平成20年度末処理施設別汚水処理人口普及状況

	処理施設名
	千葉県
	全　国

	
	人口

（千人）
	構成比

（％）
	人口

（千人）　
	構成比

（％）

	下水道
	4，113
	81.7
	92，411
	85.8

	農業集落排水施設等
	51
	1.0
	3，741
	3.5

	浄化槽
	853
	16.9
	11，273
	10.4

	
	内，浄化槽市町村整備推進事業等分
	8
	
	832
	

	
	内，浄化槽設置整備事業分
	293
	
	5，309
	

	
	内，上記以外分
	552
	
	5，133　
	

	コミュニティ・プラント
	19
	0.4
	314
	0.3

	汚水処理人口計
	5，036
	100
	107，740
	100

	汚水処理人口普及率
	82.2％
	84.8％

	総　人　口　（千人）
	6，124
	127，076


※農業集落排水等：漁業・林業集落排水及び簡易排水施設を含む　　　　　

※構成比：各処理方式／汚水処理人口計

※普及率：汚水処理人口計／総人口
３　千葉県下水道公社の事業費の推移

（１）一般会計


　一般会計の財源は，過去には県からの補助金や他会計からの繰入金がありましたが，平成１６年度以降は基本財産（県及び市町村からの出捐金）の運用収入のみとなっています。加えて，近年の長引く社会経済の低迷に伴い，運用収入も伸び悩んでいます。
（２）管理受託特別会計


管理受託費は，平成４年度から１２年度までは流入水量の伸びに比例し増加し，特に１１，１２年度は，電気料の経費縮減を目的とした水処理施設の更新工事などを行ったため大きくなりました。１３年度からは減少に転じていますが，その主な理由として，機器の延命化を図るための独自の修繕判定基準及び長期修繕計画を策定し，修繕費のコスト縮減を図ったことによるものです。また，１５年度には，改良，大規模修繕，１６年度には，光熱水費がそれぞれ県による執行となったため大幅に減少しています。また，１９年度は花見川第二終末処理場の維持管理業務を県が直接民間に発注したことにより（包括的民間委託の導入），２０年度は５千万円以上の修繕工事を県で執行することとなったため，事業費が減少しています。
（３）建設受託特別会計

建設受託費は，平成４年度から6年度までの公社設立直後は，それまでの下水道施設整備の支援需要が潜在していたことを示す伸びを見せました。その後の平成７年度から平成１１年度までは，公共事業を対象とした国の補正予算の配賦等があったことに伴って，公社受託事業量が増加いたしました。１２年度から平成15年度までの間は，ほぼ横這い状態となり，16年度からな減少に転じています。理由としては，各自治体の財政事情が逼迫していることから，下水道事業への投資が減少していることが考えられます。

財団法人　千葉県下水道公社
本社

〒２６１－0012　千葉市美浜区磯辺８丁目２４番地１号
TEL．０４３－２７８－１６３１　FAX.０４３－２７７－９６５７


ホームページ

http://www.chiba-gesui.or.jp






（出典：千葉県ホームページ）








Ⅲ　千葉県下水道公社の現状と課題











Ⅳ　今後の目指すべき方向











Ⅰ　千葉県下水道公社の経営理念


























（出典：国土交通省報道発表資料）











Ⅱ　千葉県下水道公社の事業実績と技術資産
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Ⅴ　施　策

















（出典：千葉県ホームページ）














・履行監視・確認・評価


・業務の改善指導


・異常時の対応指示　等
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Ⅶ　収支計画


























（出典：千葉県ホームページ）

















Ⅶ　進行管理
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Ⅵ　収支計画
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